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第
一
次
世
界
大
戦
後
、
日
本
の
鉱
山
業
は
大
不
況
に
お
そ
わ
れ
た
。
各
鉱
業
所
は
、
鉱
山
の
合
理
化
に
と
り
く
ん
だ
。
そ
の
中
心
は

採
鉱
部
門
の
手
掘
り
を
機
械
掘
り
に
転
換
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
日
立
鉱
山
で
の
そ
の
過
程
は
、
詳
し
く
は
わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
今

採
鉱
夫
一
人
当
り
の
年
産
粗
鉱
産
出
量
か
ら
、
機
械
掘
り
採
鉱
の
生
産
性
の
向
上
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
８
表
の
よ
う

に
採
鉱
夫
（
支
柱
夫
を
含
み
、
運
搬
夫
を
含
ま
な
い
）
の
労
働
生
産
性
は
、
大
正
六
年
に
は
、
五
八
一
キ
ロ
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
一
○

友
子
の
活
動
で
最
も
重
要
な
も
の
の
一
つ
は
取
立
で
あ
る
。
取
立
と
は
、
取
立
式
を
へ
て
鉱
夫
を
親
分
鉱
夫
の
も
と
に
お
き
、
徒
弟

制
度
の
も
と
で
採
鉱
技
術
を
習
得
さ
せ
、
さ
ら
に
友
子
組
織
の
ル
ー
ル
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
鉱
夫
の
養
成
制
度
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し

か
し
こ
の
本
来
の
技
能
養
成
と
し
て
の
取
立
制
度
は
、
す
で
に
分
析
し
た
よ
う
に
、
労
働
市
場
の
変
化
、
経
営
者
に
よ
る
労
務
管
理
能

力
の
蓄
積
、
大
正
末
期
か
ら
の
鉱
山
合
理
化
、
特
に
採
鉱
の
機
械
化
に
よ
る
旧
熟
練
型
の
手
掘
り
採
鉱
の
解
体
に
よ
っ
て
、
ま
た
新
熟

（
１
）
 

練
に
つ
い
て
は
鉱
業
所
に
よ
る
教
育
の
実
施
に
よ
っ
て
、
実
質
的
な
意
味
を
失
っ
て
き
た
。

し
た
が
っ
て
昭
和
戦
前
・
戦
中
期
の
日
立
鉱
山
に
お
け
る
取
立
制
度
は
、
結
論
的
に
い
え
ば
、
か
つ
て
の
よ
う
な
徒
弟
制
度
に
よ
る

技
能
養
成
の
機
能
を
基
本
的
に
失
っ
て
い
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
『
永
代
記
録
簿
』
は
、
必
ず
し
も
明

確
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
時
代
の
趨
勢
か
ら
そ
の
点
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
日
立
鉱
山
の
鉱
業
所
に
よ
る
技

能
養
成
に
つ
い
て
簡
単
に
指
摘
し
、
友
子
が
も
は
や
厳
密
な
意
味
で
技
能
養
成
機
能
を
果
た
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
い
。

Ⅲ
取
立
制
度
の
形
骸
化

三
友
子
の
活
動
の
形
骸
化
と
一
面
化
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と
は
い
え
、
日
立
鉱
山
の
友
子
制
度
は
、
同
職
組
合
の
伝
統
を
強
く
引
き
継
い
で
幾
許
か
の
基
幹
的
鉱
夫
の
技
能
養
成
の
役
割
を
果

た
し
て
い
た
側
面
に
つ
い
て
も
無
視
で
き
な
い
。
採
鉱
夫
に
な
る
た
め
に
は
、
そ
れ
な
り
の
技
術
を
必
要
と
し
た
し
、
会
社
側
は
、
採

鉱
夫
が
友
子
に
入
る
こ
と
を
奨
励
し
た
し
、
鉱
夫
た
ち
も
そ
の
た
め
に
は
友
子
に
入
る
こ
と
の
意
義
を
認
め
て
い
た
。

元
曰
立
鉱
山
の
鉱
夫
は
、
「
坑
内
に
入
る
場
合
は
こ
れ
（
友
子
）
に
入
っ
て
い
な
い
て
え
と
、
ム
ラ
カ
タ
（
村
方
）
と
い
わ
れ
、

…
…
友
子
に
入
っ
て
い
な
い
と
一
段
と
低
く
見
ら
れ
る
し
、
出
世
も
で
き
な
い
、
：
…
・
坑
夫
に
も
な
れ
な
い
し
、
支
柱
夫
に
も
な
れ
な

（
５
）
 

い
と
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
大
正
一
一
二
年
に
取
立
て
ら
れ
た
大
貫
武
雄
老
は
、
「
採
用
は
会
社
の
方

で
や
っ
て
も
、
坑
夫
を
必
ず
友
子
に
入
れ
て
、
そ
の
友
子
を
つ
か
さ
ど
っ
て
い
た
の
が
、
こ
の
二
号
飯
場
と
四
号
飯
場
じ
ゃ
な
い
か
と

（
６
）
 

思
う
ん
で
す
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
証
言
は
、
友
子
が
な
お
採
鉱
夫
の
熟
練
と
密
接
に
関
係
し
、
鉱
業
所
も
採
鉱
夫
の
友
子

加
入
を
誘
導
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

さ
て
資
料
の
中
で
、
取
立
制
度
が
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
て
い
た
か
を
み
て
お
き
た
い
。
ま
ず
取
立
の
回
数
と
一
回
の
取
立
て
人
数

を
見
て
み
る
と
、
第
９
表
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

取
立
式
は
、
毎
年
一
回
、
ほ
ぼ
四
月
の
初
め
に
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
取
立
人
員
は
、
昭
和
初
年
代
は
少
な
く
、
昭
和
四
年
に
は

五
五
名
で
、
昭
和
七
年
に
は
二
○
名
だ
っ
た
（
推
計
）
。
こ
れ
は
、
昭
和
初
年
代
の
合
理
化
の
中
で
、
鉱
夫
需
要
が
減
少
し
、
新
規
鉱

夫
の
採
用
が
減
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
昭
和
九
年
か
ら
、
取
立
人
員
は
一
挙
に
増
え
、
そ
の
年
に
は
一
一
三
五
名
で
、
昭
和
一
四
年
ま
で
は
ほ
ぼ
一
一
○
○
名
台
の
鉱
夫

が
取
立
て
ら
れ
た
。
こ
れ
は
戦
時
体
制
へ
の
進
展
の
中
で
、
鉱
夫
需
要
が
急
増
し
、
新
規
の
鉱
夫
が
新
た
に
鉱
山
に
多
く
雇
わ
れ
は
じ

ぎ
な
く
な
っ
た
。

子
が
自
己
の
組
織
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
行
う
伝
統
的
な
友
子
加
入
の
儀
式
で
あ
り
、
新
会
員
の
組
織
教
育
の
場
で
あ
り
機
会
に
す
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取立人数話人数取立年月日 １人当り慰労金＋記念品

円銭

4.16 

？ 

？ 

？ 

？ 

4.54 

5.65 

？ 

金一封十記念品（4.00）

？ 

3.00＋食卓一枚

3.50＋重箱

3.00＋記念品（5.00）

3.00＋菓子箱

？（８円慰労金十記念品）

？＋感謝状

昭和４年４月７日

５年４月20日

６年４月５日

７年４月？日

８年４月２日

９年４月15日

１０年４月７日

１１年４月５日

１２年４月４日

１３年４月３日

１４年４月２日

１５年４月７日

１６年４月７日

１７年４月５日

１８年４月４日

１９年５月22日

５２ 

７ 

（２０） 

７ 

７ 

２３５ 

２２９ 

２０６ 

２１４ 

２０７ 

２０１ 

(124） 

１３３ 

１０１ 

７５ 

５５ 

２
８
５
８
Ｍ
皿
肥
皿
妬
？
朋
昭
型
別
Ⅲ
岨

１
１
１
 

め
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
昭
和
一
五
年
か
ら
の
戦
時
下
に

は
、
日
立
鉱
山
の
鉱
夫
数
は
増
加
し
つ
づ
け
た
が
（
第
２
表

参
照
）
、
取
立
人
員
は
漸
次
減
少
し
て
、
昭
和
一
九
年
に
は

◎
 

徹
五
五
名
に
ま
で
減
少
し
た
・
そ
う
し
た
傾
向
は
、
当
然
す
で

り獣
に
み
た
よ
う
に
友
子
の
組
織
率
を
低
下
さ
せ
、
友
子
組
織
の

勘
急
激
な
衰
退
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

録慨
な
お
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
他
の
多
く
の
鉱
山
で
は
、

嗽
昭
和
一
五
年
の
産
業
報
国
会
の
設
立
と
と
も
に
、
友
子
制
度

。

⑩
が
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
の
に
、
日
立
鉱
山
で
は
敗
戦
間
際
ま

妬
で
存
在
し
、
少
な
く
と
も
昭
和
一
九
年
の
五
月
一
三
日
の

に樹
「
警
戒
警
報
」
の
最
中
に
取
立
式
を
行
っ
て
い
た
こ
と
で
あ

ま川
る
。
な
ぜ
日
立
鉱
山
で
は
、
友
子
制
度
が
な
く
な
ら
な
か
つ

（
７
）
 

く
た
か
は
、
｜
つ
の
大
き
な
問
題
点
で
あ
る
。

ち肪
次
に
取
立
年
齢
の
問
題
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
し

蝋
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
資
料
で
は
何
ら
言
及
さ
れ
て
い

立取
な
い
の
で
よ
く
わ
か
壱
ｂ
な
い
。
し
か
し
他
の
研
究
を
み
る

１
と
、
取
立
年
齢
は
、
す
で
に
一
般
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

性
る
よ
う
に
、
少
数
な
が
ら
幼
児
取
立
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
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（
８
）
 

と
が
確
認
さ
れ
る
。
資
料
で
は
、
昭
和
四
年
四
月
二
八
日
の
「
大
集
会
」
で
「
学
生
」
が
交
際
費
を
「
半
額
」
に
す
る
こ
と
を
決
定
し

て
い
る
の
で
、
年
齢
は
不
詳
だ
が
未
就
業
の
少
年
か
、
夜
学
の
生
徒
た
ち
が
取
立
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

幼
児
取
立
は
、
取
立
が
本
来
の
熟
練
養
成
の
た
め
の
徒
弟
制
度
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ

（
９
）
 

の
幼
児
取
立
は
、
決
し
て
一
般
的
な
傾
向
だ
っ
た
の
で
は
な
／
、
、
む
し
ろ
例
外
に
属
し
た
。

取
立
て
ら
れ
た
鉱
夫
の
職
種
に
つ
い
て
は
、
資
料
は
直
接
何
も
語
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
採
鉱
夫
を
中

心
に
し
て
他
の
職
種
の
鉱
夫
も
取
立
て
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
昭
和
一
六
年
と
一
七
年
の
四
月

に
行
わ
れ
た
取
立
式
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
九
名
、
五
名
の
朝
鮮
人
が
取
立
て
ら
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

取
立
式
の
準
備
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
毎
年
年
末
か
新
年
の
初
め
に
「
大
集
会
」
を
開
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
取
立
希
望
者
の
数
を
見

て
、
取
立
式
を
実
行
す
る
か
否
か
が
決
め
ら
れ
た
。
実
行
が
決
ま
る
と
、
取
立
式
を
取
り
仕
き
る
世
話
役
と
式
の
立
会
人
が
決
め
ら
れ

た
。
世
話
役
の
数
は
、
第
９
表
の
と
お
り
、
だ
い
た
い
一
○
名
～
二
○
数
名
の
間
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
、
親
分
子
分
の
縁
組
を
取
決
め

た
り
、
取
立
免
状
の
原
本
を
つ
く
っ
た
り
、
隣
山
へ
の
挨
拶
に
行
っ
た
り
、
忙
し
く
働
い
た
。
伝
統
的
に
は
、
取
立
後
一
年
～
三
年
の

若
い
鉱
夫
が
修
行
の
一
つ
と
し
て
、
こ
の
世
話
役
活
動
に
参
加
し
た
。

世
話
人
に
は
、
慰
労
金
の
類
が
支
給
さ
れ
た
。
慰
労
金
の
額
は
年
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
が
、
第
９
表
の
よ
う
に
、
三
～
四
円

で
あ
り
、
数
円
の
記
念
品
も
支
給
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
手
当
は
、
か
つ
て
の
友
子
の
取
立
式
に
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、

組
織
が
大
き
か
っ
た
こ
と
と
、
友
子
の
活
動
の
自
発
性
が
欠
如
し
て
き
て
、
友
子
の
活
動
に
金
銭
的
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
活
動
の
維
持
が
は
か
ら
れ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
傾
向
は
、
他
の
活
動
に
も
一
般
的
に
み
ら
れ
る
。

取
立
式
の
立
会
人
に
は
、
各
種
の
鉱
夫
が
選
ば
れ
た
が
、
昭
和
九
年
四
月
二
八
日
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
槌
分
な
ど
に
た
い
し
て
は
一

人
一
五
円
の
慰
労
金
が
支
払
わ
れ
た
。
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第１０表取立式の経費

（７） 
親
分
子
分
の
縁
組
は
、
伝
統
的
に
は
、
世
話
役
に
よ
っ
て
秘
密
裏
に
決
め
ら
れ
、
異
論
は
一
切
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
昭
和
期
に
は

い
る
と
こ
の
点
で
も
大
き
な
変
化
が
見
て
取
れ
る
。
昭
和
一
○
年
四
月
一
七
曰
の
役
員
会
で
は
、
「
本
年
度
取
立
二
際
シ
瀬
尾
辰
吉
ノ

子
分
ヲ
監
物
豊
蔵
二
取
結
ビ
セ
シ
ハ
世
話
人
ノ
欠
点
」
と
指
摘
し
、
親
分
子
分
の
決
縁
問
題
に
問
題
が
生
じ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

が
、
つ
づ
い
て
「
爾
来
山
中
ト
シ
テ
取
立
二
際
シ
親
子
取
結
ビ
ノ
望
ヲ
許
可
セ
シ
ー
ー
本
来
ノ
右
ノ
件
大
当
番
一
一
テ
調
査
相
当
処
置
方
ヲ

銭
０
０
０
０
０
０
０
０
 

５
０
０
０
０
０
０
５
 

円
？
？
？
？
？
３
？
９
４
爪
３
７
．
３
？
３
９

５
５
８
４
２
１
４
１
 

１
０
０
０
０
７
４
３
 

９
 

７
９
，
‘
 

１
１
１
１
１
 

銭
７
４
０
０
５
０
９
４
 

７
５
５
９
１
２
１
８
 

円
？
？
？
？
？
・
Ｌ
７
．
８
Ⅵ
８
０
？
２
？
２
４

８
０
４
６
１
９
５
４
 

８
８
８
８
８
８
７
７
 

銭円
？
？
？
？
？

年４
５
６
７
８
９
Ⅲ
、
ｎ
週
Ⅲ
砠
肥
Ⅳ
肥
田

日一
木

昭

271.00 

7 
● 

250.46 

236.95 

178.10 

216.00 

7 
● 

179.20 

7 
● 

309.19 

435.34 

注『永代記録簿』から作成。

執
ル
事
」
と
記
し
、
親
分
子
分
の
取
決
め
に
際
し
て
伝
統
に

反
し
て
、
当
事
者
の
希
望
を
入
れ
る
慣
行
（
望
み
親
分
と
言

（
、
）

う
）
が
存
在
し
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
態

も
、
取
立
制
度
の
形
骸
化
の
現
れ
で
あ
っ
た
。

次
に
取
立
式
の
費
用
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。
取
立
式

は
、
友
子
に
と
っ
て
は
、
神
聖
な
加
入
式
で
あ
る
と
同
時

に
、
娯
楽
の
乏
し
い
鉱
山
で
は
楽
し
い
宴
会
で
あ
り
、
娯
楽

の
一
つ
で
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
の
費
用
は
、
取
立
式

の
大
き
さ
、
華
や
か
さ
を
み
る
指
標
で
も
あ
っ
た
。

取
立
式
の
費
用
は
、
毎
年
取
立
式
後
の
役
附
集
会
で
決
算

報
告
が
な
さ
れ
、
承
認
を
う
け
て
い
る
。
第
、
表
に
示
し
た

よ
う
に
、
取
立
式
の
費
用
は
、
昭
和
八
年
ま
で
は
不
明
だ

が
、
昭
和
九
年
は
や
や
多
く
、
そ
の
後
は
、
昭
和
一
○
年
代

に
は
、
総
収
入
が
、
約
一
○
○
○
円
、
支
出
が
八
○
○
円
台
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ち
な
み
に
取
立
式
の
支
出
八
○
○
円
は
、
友
子
の
会
費
の
月
額
収
入
の
二
倍
に
等
し
い
。
昭
和
一
○
年
当
時
の
鉱
夫
の
平
均
月
額
賃

（
ｕ
）
 

金
（
約
四
○
円
）
の
一
一
○
人
分
に
相
当
す
る
。
し
た
が
っ
て
取
立
式
が
、
如
何
に
大
掛
か
り
な
事
業
だ
っ
た
か
わ
か
る
。

こ
の
取
立
式
の
費
用
は
、
友
子
会
計
上
は
独
立
し
て
い
た
。
収
入
は
、
ほ
ぼ
鉱
夫
一
人
一
円
に
相
当
す
る
額
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、

一
般
に
取
立
を
希
望
す
る
新
会
員
が
支
払
う
参
加
費
、
世
話
人
、
そ
の
他
の
各
種
立
会
人
か
ら
の
祝
儀
な
ど
か
ら
な
っ
て
い
た
。
し
か

し
残
念
な
が
ら
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
の
具
体
的
な
額
が
不
明
で
あ
る
。
実
は
、
取
立
式
の
詳
し
い
会
計
報
告
は
、
昭
和
一
三
年
五
月
一

五
日
の
「
坑
夫
取
立
総
決
算
」
の
記
述
に
「
詳
細
ハ
別
冊
内
訳
簿
二
依
ル
」
と
あ
る
よ
う
に
、
別
途
の
会
計
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
た
の

で
、
こ
の
『
永
代
記
録
簿
」
に
は
な
い
。

支
出
は
、
儀
式
の
経
費
で
あ
り
、
酒
肴
代
に
加
え
、
儀
式
に
必
要
な
諸
経
費
で
あ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
収
入
と
支
出
の
差

額
が
相
当
額
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
幾
つ
か
の
使
途
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
昭
和
九
年
四
月
二
八
曰
の
記
述
に
よ

れ
ば
、
差
額
金
か
ら
「
免
状
作
成
費
、
世
話
人
慰
労
金
、
新
大
工
基
本
金
等
支
払
う
事
ト
ス
」
と
あ
り
、
少
な
く
と
も
赤
字
に
な
る
ま

で
は
、
差
額
金
は
、
そ
れ
ら
の
費
用
に
当
て
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

実
際
に
、
免
状
作
成
費
は
い
く
ら
だ
っ
た
か
は
全
く
不
明
で
あ
る
が
、
例
え
ば
今
手
元
に
昭
和
二
年
の
日
立
鉱
山
の
「
聯
合
取
立

免
状
」
を
見
る
と
、
一
○
四
頁
に
お
よ
ぶ
活
版
刷
の
冊
子
で
あ
り
、
取
立
鉱
夫
た
ち
に
配
ら
れ
た
わ
け
で
、
二
○
○
部
近
く
印
刷
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
一
冊
五
○
銭
と
し
て
も
一
○
○
円
は
か
か
る
。
ま
た
は
、
昭
和
九
年
四
月
二
八
日
の
記
述
例
で
は
、
「
世
話
人
二
十

た
た
め
で
あ
ろ
う
。

で
あ
り
、
相
当
の
費
用
を
か
け
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
昭
和
一
○
年
代
の
後
半
は
、
収
入
が
急
減
し
て
い
る
が
、
支
出
は
そ
れ

ほ
ど
落
ち
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
昭
和
一
○
年
代
後
半
か
ら
は
、
大
幅
な
赤
字
が
出
て
い
る
。
な
お
収
入
は
取
立
人
員
に
対
応
し
て
い

る
が
、
支
出
は
、
必
ず
し
も
取
立
人
員
に
対
応
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
取
立
式
の
費
用
が
、
必
ず
し
も
取
立
人
員
に
関
係
し
な
か
っ
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変
わ
り
、

な
っ
た
。

二
名
二
慰
労
金
ト
シ
テ
金
壱
百
円
ヲ
呈
ス
」
と
記
し
て
い
る
。
｜
人
四
円
五
四
銭
に
な
る
。
世
話
人
へ
の
慰
労
金
は
、
そ
の
年
に
よ
っ

て
少
し
違
い
は
あ
る
が
、
大
方
四
、
五
円
で
あ
っ
た
。
ま
た
昭
和
一
二
年
の
よ
う
に
、
現
金
で
な
く
記
念
品
（
四
円
の
食
卓
）
の
場
合

も
あ
っ
た
。
ま
た
昭
和
一
四
年
の
よ
う
に
慰
労
金
三
円
と
食
卓
一
枚
と
い
う
場
合
も
あ
っ
た
。

い
ず
れ
に
し
ろ
約
四
カ
月
に
わ
た
っ
て
取
立
式
の
準
備
を
す
る
世
話
人
は
、
大
変
苦
労
の
多
い
役
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
て
慰
労
金

ま
た
は
慰
労
品
が
支
給
さ
れ
た
。
本
来
は
こ
う
し
た
世
話
人
の
活
動
は
、
友
子
の
当
然
の
活
動
義
務
と
し
て
無
償
で
行
わ
れ
た
の
で
あ

る
が
、
友
子
の
組
織
が
大
規
模
化
し
、
ま
た
取
立
人
の
多
人
数
化
の
た
め
に
、
仕
事
量
が
増
え
、
ま
た
友
子
の
活
動
へ
の
義
務
感
が
薄

れ
る
に
し
た
が
っ
て
慰
労
金
の
額
が
大
き
く
な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
新
大
工
基
本
金
と
い
う
の
は
、
新
た
に
取
立
て
ら
れ
た
鉱
夫
集
団
に
、
四
○
円
近
く
支
払
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
総
額
は
四

○
円
近
く
で
、
一
人
二
○
銭
ほ
ど
で
あ
る
。
昔
か
ら
友
子
に
取
立
て
ら
れ
る
と
交
際
金
が
支
給
さ
れ
た
が
、
そ
れ
な
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
差
額
金
は
、
こ
う
し
て
取
立
免
状
作
成
費
、
世
話
人
慰
労
金
、
新
大
工
基
本
金
な
ど
に
支
払
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
差
額
の
残
高
は
、
箱
元
会
計
に
組
み
込
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
昭
和
二
年
四
月
五
日
の
記
述
に
一
五
円
の
不
納
金
が
あ
っ
た

が
、
「
不
納
金
ハ
集
金
ノ
上
箱
元
へ
納
入
ス
ル
事
ニ
ス
」
と
あ
る
。
な
お
収
入
に
た
い
し
て
支
出
が
過
剰
に
な
っ
た
場
合
の
赤
字
は
、

昭
和
一
八
年
の
記
述
で
は
不
足
は
「
山
中
ニ
テ
負
担
」
と
あ
り
、
友
子
の
一
般
会
計
か
ら
負
担
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

新
大
工
の
組
織
教
育
に
つ
い
て
ふ
れ
た
い
。
昔
は
取
立
制
度
は
、
徒
弟
制
度
で
あ
り
、
取
立
式
で
親
分
を
指
名
さ
れ
て
か
ら
、
そ
の

親
分
の
も
と
で
採
鉱
技
術
を
教
え
て
も
ら
っ
た
。
し
か
し
採
鉱
が
手
掘
り
か
ら
機
械
掘
り
と
な
る
に
し
た
が
っ
て
、
熟
練
の
性
格
が

変
わ
り
、
親
分
子
分
の
関
係
で
採
鉱
技
能
を
学
ぶ
と
い
う
方
法
は
す
た
れ
、
鉱
夫
の
技
能
教
育
は
、
鉱
業
所
が
直
接
行
う
よ
う
に

し
か
し
友
子
の
取
立
制
度
は
、
厳
然
と
し
て
残
っ
て
い
た
。
資
料
を
見
て
い
る
と
、
新
大
工
（
つ
ま
り
取
立
て
ら
れ
て
一
年
以
内
の



(１０） １７１ 
新
前
の
鉱
夫
を
そ
う
呼
ん
だ
）
の
教
育
係
り
と
し
て
、
｜
人
か
ら
二
人
ほ
ど
「
新
大
工
指
導
員
」
を
選
ん
で
、
後
輩
の
指
導
に
当
た
っ

て
い
る
。
こ
の
指
導
員
が
ど
の
様
に
選
ば
れ
た
か
定
か
で
は
な
い
が
、
昭
和
一
五
年
七
月
一
一
三
日
の
集
会
で
は
、
「
大
老
母
ヨ
リ
指
名

任
選
」
と
あ
る
。
こ
の
一
つ
の
記
述
例
だ
け
で
新
大
工
指
導
員
が
老
母
役
に
選
任
さ
れ
た
と
み
る
の
は
早
計
だ
が
、
新
人
の
世
話
係
り

が
特
別
に
置
か
れ
て
い
た
点
は
注
目
し
た
い
。
新
大
工
指
導
員
は
、
二
○
○
人
近
い
新
鉱
夫
の
仕
事
に
つ
い
て
の
世
話
を
行
っ
て
い
た

可
能
性
は
あ
る
が
、
人
数
的
に
み
て
十
分
な
技
術
上
の
教
育
を
ほ
ど
こ
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
友
子
組
織
に
つ
い
て
の

教
育
の
面
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
日
立
鉱
山
の
取
立
制
度
は
、
基
本
的
に
は
本
来
の
徒
弟
制
度
が
形
骸
化
し
、
伝
統
的
な
組
織
を
拡
大
し
、
維
持
す

る
た
め
の
加
入
儀
式
で
あ
り
、
組
織
教
育
の
場
に
変
質
し
て
し
ま
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７Ｆ言です百丁注
、＝〆、-〆、-グ、=〆邑一〆邑一〆辿一〆

同
右
、
四
八
三
頁
。

同
右
、
四
八
二
頁
。

日
立
鉱
山
で
戦
時
下
に
も
友
子
制
度
が
廃
止
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
は
、
日
立
鉱
山
の
友
子
が
長
ら
く
活
発
だ
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う

が
、
直
接
に
は
鉱
業
所
の
労
務
政
策
が
友
子
を
肯
定
的
に
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
大
き
な
理
由
は
、
鉱
業
所
が
、
労
働

組
合
対
策
上
、
友
子
を
反
労
働
組
合
の
堤
防
と
し
て
好
ま
し
い
と
判
断
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
大
正
八
年
の
友
愛
会
に
よ
る
争
議

の
経
験
、
さ
ら
に
昭
和
八
年
の
共
産
党
系
の
全
協
に
よ
る
活
動
の
経
験
か
ら
、
日
立
鉱
山
の
経
営
者
は
、
友
子
を
企
業
側
の
有
力
な
従
業
員
組

友
子
制
度
の
衰
退
と
存
立
基
盤
の
喪
失
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
足
尾
銅
山
に
お
け
る
友
子
制
度
の
変
遷
（
下
）
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

日
立
鉱
山
の
鉱
夫
の
社
内
教
育
に
つ
い
て
は
、
『
鉱
山
と
市
民
』
、
二
一
’
六
頁
参
照
。

同
右
、
五
一
四
頁
。

同
右
、
五
一
五
頁
。
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友
子
に
と
っ
て
共
済
活
動
は
、
法
的
な
鉱
夫
扶
助
規
定
の
な
か
っ
た
明
治
前
期
、
扶
助
規
定
が
あ
っ
て
も
十
分
普
及
し
て
い
な
か
っ

た
明
治
後
期
に
は
、
決
定
的
に
重
要
な
活
動
で
あ
っ
た
。
し
か
し
鉱
夫
の
扶
助
が
、
次
第
に
法
的
に
普
及
し
、
か
つ
鉱
業
所
に
よ
る
共

済
組
合
の
普
及
に
よ
っ
て
、
友
子
の
共
済
制
度
は
、
相
対
的
に
そ
の
重
要
度
が
低
下
し
て
き
た
。
特
に
大
正
期
に
は
、
友
子
の
共
済
活

動
は
、
傷
病
率
の
増
加
す
る
中
で
、
負
担
増
に
お
ち
い
り
大
き
な
限
界
に
ぶ
つ
か
り
、
特
に
共
済
活
動
の
中
で
特
異
な
存
在
で
あ
っ
た

（
１
）
 

奉
願
帳
制
度
が
大
き
く
後
退
し
た
。

昭
和
期
の
日
立
鉱
山
の
友
子
の
共
済
活
動
は
、
詳
細
な
点
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
基
本
的
に
は
、
大
正
期
の
制
度
を
維
持
し
て
い

た
が
、
共
済
活
動
の
実
質
的
な
重
み
を
失
い
、
ま
た
多
分
に
形
骸
化
の
傾
向
を
強
め
て
い
た
と
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
立
鉱

山
の
友
子
の
共
済
制
度
は
、
中
心
的
な
も
の
と
し
て
「
特
別
救
済
」
が
あ
り
、
そ
れ
に
次
ぐ
も
の
は
傷
病
に
た
い
す
る
「
見
舞
金
」
の

（
８
）
昭
和
一
六
年
に
日
立
鉱
山
の
工
作
課
に
入
っ
た
木
村
操
老
は
、
昭
和
三
年
に
炭
鉱
夫
の
父
の
意
思
で
、
「
七
歳
の
時
に
交
際
坑
夫
に
入
り
ま

し
た
」
と
語
っ
て
い
る
。
そ
の
時
五
○
組
の
取
立
が
行
わ
れ
た
が
、
二
組
の
子
供
の
取
立
が
あ
っ
た
と
い
う
。
『
鉱
山
と
市
民
』
、
五
八
五
頁
。

（
９
）
幼
児
取
立
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
日
本
の
伝
統
的
労
資
関
係
」
、
三
一
六
’
八
頁
を
参
照
。

（
岨
）
前
掲
『
鉱
山
と
市
民
』
、
四
八
二
頁
。

（
、
）
鉱
夫
の
月
額
賃
金
は
、
鉱
夫
の
一
日
の
平
均
賃
金
一
・
七
円
（
『
日
立
鉱
山
史
』
、
三
四
二
頁
）
に
月
稼
働
二
四
日
を
掛
け
た
も
の
。

②
鉱
山
内
の
共
済
活
動
、
そ
の
比
重
低
下

例
え
ば
、
両

り
返
っ
て
二

で
す
か
ら
、
｛

七
一
一
’
三
頁
。

織
と
し
て
温
存
し
た
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
昭
和
四
年
に
日
立
鉱
山
に
入
っ
て
車
夫
（
運
搬
夫
）
と
し
て
働
き
、
二
年
後
に
友
子
に
入
っ
た
ら
し
い
木
村
弘
老
は
、
当
時
を
振

り
返
っ
て
「
友
子
っ
て
い
う
の
を
会
社
で
は
非
常
に
奨
励
し
て
ね
、
…
…
河
合
社
長
な
ん
か
は
、
取
立
式
の
時
に
わ
ざ
わ
ざ
本
山
ま
で
来
た
ん

で
す
か
ら
、
来
賓
と
し
て
。
そ
れ
か
ら
所
長
、
採
鉱
課
長
な
ど
も
立
会
人
と
し
て
出
る
ん
で
す
よ
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
『
鉱
山
と
市
民
』
、
五
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支
給
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
、
死
亡
者
や
そ
の
家
族
に
た
い
す
る
香
典
の
支
給
が
あ
り
、
ま
た
出
産
、
出
征
者
な
ど
へ
の
祝
儀
な
ど
の
給

付
が
あ
っ
た
。
ま
た
退
山
者
へ
の
饒
別
も
共
済
活
動
の
一
つ
だ
っ
た
。

ま
ず
「
特
別
救
済
」
制
度
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
「
特
別
救
済
」
制
度
は
、
友
子
の
会
員
の
中
で
、
病
気
や
怪
我
で

労
働
能
力
を
失
い
、
か
つ
回
復
の
見
込
み
の
な
い
鉱
夫
に
与
え
ら
れ
る
高
額
の
労
働
災
害
手
当
て
で
あ
り
、
事
実
上
の
退
職
手
当
て
で

あ
っ
た
。
も
と
も
と
友
子
に
は
、
奉
願
帳
制
度
と
い
う
の
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
同
じ
く
病
気
や
怪
我
で
労
働
能
力
を
失
っ
た
鉱
夫

に
与
え
ら
れ
、
付
与
を
認
め
た
友
子
組
織
が
、
十
数
円
の
救
済
金
を
与
え
、
奉
願
帳
を
作
成
し
て
そ
の
鉱
夫
に
渡
し
、
そ
の
鉱
夫
は
、

（
２
）
 

そ
れ
を
も
っ
て
全
国
の
鉱
山
の
友
子
組
織
を
尋
ね
て
は
寄
付
を
仰
ぎ
、
余
生
を
お
く
る
制
度
で
あ
っ
た
。

こ
の
奉
願
帳
制
度
は
、
大
正
九
年
の
大
恐
慌
の
後
、
衰
退
し
、
多
く
の
鉱
山
の
友
子
が
こ
の
制
度
を
や
め
て
し
ま
っ
た
。
日
立
鉱
山

の
友
子
が
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
こ
の
奉
願
帳
制
度
を
や
め
た
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
し
か
し
日
立
鉱
山
の
支
山
で
あ
り
、
友
子
組
織
も
密

接
な
関
係
に
あ
っ
た
諏
訪
鉱
山
の
友
子
資
料
「
永
代
記
録
簿
」
を
見
る
と
、
大
正
九
年
ま
で
は
諏
訪
鉱
山
で
奉
願
帳
を
調
製
し
て
い
る

（
３
）
 

こ
と
を
一
示
す
記
録
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
大
正
一
○
年
か
ら
昭
和
四
年
ま
で
に
は
、
奉
願
帳
に
つ
い
て
の
記
述
が
全
く
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
こ
こ
か
ら
大
正
九
年
末
を
最
後
に
、
日
立
鉱
山
の
友
子
も
、
奉
願
帳
制
度
を
廃
止
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

昭
和
六
年
一
月
二
四
日
の
集
会
で
、
同
盟
関
係
に
あ
っ
た
高
取
鉱
山
か
ら
「
奉
願
帳
調
製
方
ヲ
書
留
ニ
テ
願
出
」
が
あ
っ
た
が
、
日

立
鉱
山
の
友
子
は
、
た
だ
ち
に
「
当
鉱
山
山
中
規
定
二
基
キ
特
別
救
助
願
ヲ
申
出
為
ス
様
当
山
中
ヨ
リ
返
信
ス
」
と
決
め
た
。
こ
れ

は
、
曰
立
鉱
山
の
友
子
が
す
で
に
奉
願
帳
制
度
を
廃
止
し
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

曰
立
鉱
山
の
友
子
は
、
そ
の
代
わ
り
に
「
特
別
救
済
」
制
度
を
つ
く
り
、
日
立
鉱
山
の
鉱
夫
に
限
り
、
か
っ
て
奉
願
帳
に
よ
っ
て
救

済
し
た
労
働
能
力
喪
失
者
を
救
済
し
た
の
で
あ
る
。
「
特
別
救
済
」
制
度
は
、
「
奉
願
帳
」
制
度
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
当
然
他
の
鉱
山

の
友
子
に
寄
付
を
も
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
日
立
鉱
山
内
だ
け
の
制
度
で
あ
っ
た
。
奉
願
帳
制
度
は
、
｜
鉱
山
を
越
え
て
全
国
共
通
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の
制
度
で
あ
り
、
全
国
的
な
労
働
市
場
を
背
景
に
、
友
子
の
横
断
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
奉
願
帳
制
度
を
廃
止
し
、
単
に

そ
れ
に
代
わ
る
企
業
内
の
救
済
制
度
を
つ
く
る
こ
と
は
、
友
子
の
も
っ
て
い
た
そ
う
し
た
広
が
り
を
失
な
わ
せ
、
伝
統
的
な
友
子
の
横

断
的
な
共
済
制
度
の
性
格
を
企
業
内
に
閉
じ
込
め
、
形
骸
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
特
別
救
済
制
度
と
は
、
奉
願
帳
制
度
と
同
じ
よ
う
に
、
労
働
能
力
を
失
う
よ
う
な
病
気
や
怪
我
を
し
た
鉱
夫
が
で
た
場

合
、
彼
の
親
分
子
分
や
兄
弟
分
の
関
係
者
が
、
友
子
役
の
役
員
会
に
医
者
の
診
断
書
付
き
で
「
特
別
救
済
願
」
を
申
請
し
、
役
附
集
会

に
か
け
ら
れ
て
諾
否
が
決
め
ら
れ
た
。
救
済
金
額
に
は
、
そ
れ
を
付
与
さ
れ
た
鉱
夫
は
、
鉱
山
を
退
山
し
て
い
っ
た
。

な
お
昭
和
五
年
五
月
一
七
日
の
記
述
に
は
、
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。
「
従
来
公
傷
及
病
気
ニ
テ
退
山
ノ
場
合
其
本
人
ノ
生
活
態

一
一
依
リ
テ
ハ
医
師
ノ
診
断
書
ヲ
附
シ
救
助
出
願
セ
シ
共
一
切
却
下
セ
シ
ド
モ
友
子
ト
シ
テ
其
処
置
二
不
偲
、
生
活
困
難
ナ
ラ
ザ
ル
傷
病

者
ト
錐
モ
診
断
書
ヲ
附
シ
退
山
届
ヲ
提
出
セ
シ
場
合
ニ
ハ
丙
ノ
範
囲
内
ニ
テ
救
助
ト
セ
ズ
特
別
見
舞
ト
シ
テ
贈
与
ス
ル
事
ト
ス
（
但
シ

全
部
全
治
ノ
見
込
無
ク
将
来
労
働
二
不
堪
ザ
ル
者
）
」
。

こ
れ
は
、
従
来
「
救
済
金
」
が
、
生
活
困
難
な
労
働
不
能
者
に
与
え
ら
れ
て
き
た
が
、
以
後
、
生
活
困
難
で
な
く
と
も
労
働
が
で
き

な
く
な
っ
た
傷
病
者
で
あ
れ
ば
、
「
特
別
見
舞
」
と
い
う
形
で
見
舞
い
金
を
支
給
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ち
な
み
に

こ
の
曰
そ
う
し
た
見
舞
金
三
六
円
と
記
念
品
代
一
○
円
が
老
母
役
の
大
石
栄
次
郎
に
支
払
わ
れ
た
。

特
別
救
済
金
の
支
給
実
績
は
、
第
、
表
に
示
し
た
と
お
り
、
ま
ず
救
済
金
額
は
、
甲
、
乙
、
丙
の
三
段
階
に
わ
か
れ
、
さ
ら
に
そ
れ

ぞ
れ
が
一
等
か
ら
一
一
一
等
に
わ
か
れ
て
い
た
。
最
高
は
一
四
○
円
で
、
最
低
は
二
六
円
で
あ
っ
た
。
支
給
は
昭
和
四
年
か
ら
一
九
年
の
一

五
年
間
で
三
八
人
で
あ
っ
た
。
年
平
均
二
人
で
あ
っ
た
。
特
別
救
済
さ
れ
る
鉱
夫
は
、
ほ
ぼ
年
に
一
一
人
く
ら
い
の
割
合
で
あ
っ
た
。
千

（
４
）
 

人
規
模
の
友
子
組
織
と
し
て
は
、
か
っ
て
の
奉
願
帳
の
調
製
の
頻
度
に
近
い
。

支
給
さ
れ
た
額
は
、
甲
の
一
一
一
等
一
一
一
○
円
と
乙
の
二
等
の
八
八
円
、
丙
の
一
一
一
等
一
一
一
六
円
が
目
立
つ
。
こ
れ
は
、
先
の
鉱
夫
の
平
均
月
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第１１表特別救済金の支給状況

i1lLl 
中島秀松

福田好一 脊髄徽毒

:iｌ 
７８， 
７８１ 

４６１ 
３６１ 

大信田佐一郎
水戸部広治
大石栄次郎
岸善一

肺結核
〃

肺結核

Lｉ 
大森三太
山口長太郎
菊川雄

赤沢末吉
小林小次郎

梶山徳太郎
藤本蔵市
古和口和男

.！！ 
豊田卯吉
結城粂治
佐々木重次
小松浅吉

野上学
和仁喜平
小森亀

脳徽毒
肺浸潤

８８１ 
８６ 

１２０１ 

９８’ 

遠藤勝
石井実
鈴木典
佐藤吉之助

精神病

及川市太郎
田村石松

気管支喘息
肺結核

田卯己

岩谷久雄

‘目

両足膝下挫折

田悟郎
笹島文治

Ｘ氏
佐々木末吉

脊髄カリエス

注平均年齢は３６．３歳。『永代記録簿』から作成。
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第１２表特別救済金の等級別受給者に

(１５） 
額
賃
金
四
○
円
と
比
較
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
三
カ
月
分
、
二
カ
月
分
強
、
｜
力
月
分
弱
に
相
当
す
る
。
こ
う
し
た
自
主
的
な
共
済
活
動

は
、
今
な
お
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
救
済
金
額
は
、
例
え
ば
一
○
年
に
は
年
間
約
四
○
○
円
に
達
し
、
そ
の
年
の
年
会
費
収
入
四
五
三
六
円
の
八
・
六
パ
ー
セ

ン
ト
で
あ
っ
た
。
そ
の
負
担
率
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
は
な
い
。
し
か
し
趨
勢
と
し
て
は
、
救
済
金
受
給
者
の
数
は
、
昭
和
一
○
年
代
か
ら

ン
卜
で
あ
っ
た
。
そ
の
』

や
や
低
下
ぎ
み
で
あ
る
。

受
給
者
の
平
均
年
齢
を
み
る
と
、
一
一
一
六
・
一
一
一
歳
で
比
較
的
若
い
鉱
夫
の
受
給
が
目
立
つ
。
年
齢
の
わ
か
っ
て
い
る
受
給
者
は
一
二
名

に
し
か
す
ぎ
な
い
が
、
そ
の
う
ち
一
一
○
歳
代
、
三
○
歳
代
は
、
そ
れ
ぞ
れ
六
名
で
全
体
の
半
分
を
し
め
て
い
た
。
五
○
歳
代
は
二
名
に

『
て
｛
溌
口

０
０
０
０
８
８
８
８
６
６
６
６
 

４
３
２
１
９
８
７
６
５
４
３
２
 

１
１
１
１
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統
的
に
一
般
の
傷
病
に
た
い
す
る
見
舞
金
の
給
付
が
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
『
永
代
記
録
簿
』
は
、
あ
ま
り
記
述
し

て
い
な
い
。
一
般
の
傷
病
見
舞
い
は
、
友
子
の
規
約
に
し
た
が
っ
て
支
給
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

た
だ
規
約
の
改
正
に
か
ら
ん
で
傷
病
手
当
て
に
つ
い
て
、
若
干
の
指
摘
が
見
ら
れ
る
。
昭
和
四
年
四
月
二
八
日
の
記
述
に
、
「
見
舞

金
ハ
｜
曰
十
銭
ト
ナ
シ
（
六
カ
月
迄
）
六
カ
月
以
後
三
カ
月
ハ
金
二
十
銭
ト
ナ
シ
通
算
九
カ
月
以
後
ナ
シ
」
と
あ
る
。
こ
れ
の
傷
病
手

当
て
は
、
不
熟
練
鉱
夫
（
雑
夫
）
の
賃
金
で
さ
え
六
六
銭
の
こ
ろ
、
｜
曰
一
○
銭
か
ら
二
○
銭
で
は
、
単
独
で
は
小
額
だ
っ
た
が
、
企

業
の
共
済
手
当
て
と
と
も
に
一
定
の
重
み
を
も
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
昭
和
四
年
一
二
月
二
○
日
の
記
述
に
、
規
約
改
正
問
題
と
し
て
「
従
来
傷
病
者
ノ
見
舞
金
ハ
発
病
ノ
曰
ヨ
リ
五
日
間
切
捨
、
見

舞
金
贈
呈
セ
ザ
リ
シ
ガ
、
大
集
会
ノ
決
議
ニ
ョ
リ
発
病
ノ
日
ヨ
リ
贈
呈
ス
ル
事
ト
ス
但
シ
実
施
ハ
五
年
一
月
一
日
ヨ
リ
ト
ス
」
と
あ

る
。
例
え
ば
、
昭
和
一
○
年
八
月
五
日
、
六
黒
目
鉱
山
の
瀬
尾
辰
吉
に
「
三
円
五
十
銭
病
気
見
舞
三
十
五
日
分
」
支
払
わ
れ
た
と
の
記

事
が
あ
る
。
ま
た
一
九
年
一
○
月
の
会
計
簿
に
は
、
病
気
見
舞
金
の
支
出
が
六
六
円
、
一
六
件
計
上
さ
れ
て
お
り
、
｜
件
に
つ
き
四
円

一
二
銭
で
あ
っ
た
。
｜
日
一
○
銭
の
計
算
だ
と
、
延
べ
六
六
○
日
分
に
相
当
す
る
し
、
一
件
当
り
、
四
一
日
分
に
相
当
す
る
。
以
上
の

よ
う
に
一
般
の
傷
病
手
当
て
は
、
依
然
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
他
、
共
済
活
動
に
は
、
慶
弔
金
の
支
給
が
あ
っ
た
。
出
産
祝
い
が
、
昭
和
一
○
年
八
月
五
曰
の
記
事
に
は
一
円
が
計
上
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
昭
和
一
九
年
一
○
月
の
友
子
会
計
で
も
一
円
が
計
上
さ
れ
、
五
人
に
支
給
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
昭
和
一
二
年
九
月
二
○
日

の
役
員
会
で
は
、
出
征
軍
人
家
族
へ
の
祝
儀
、
慰
問
金
が
二
円
と
決
定
さ
れ
た
。
昭
和
一
九
年
一
○
月
の
友
子
会
計
で
は
、
入
営
祝
儀

金
が
一
円
、
応
召
軍
人
饅
別
及
家
族
慰
問
金
と
し
て
一
人
三
円
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。

香
典
は
、
身
分
に
よ
っ
て
差
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
昭
和
一
二
年
九
月
一
五
日
の
記
事
で
は
、
「
特
別
香
典
」
と
し
て
五
円
が

支
給
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
翌
年
の
一
月
二
○
曰
の
集
会
で
は
、
戦
死
者
に
規
定
香
典
の
ほ
か
「
花
輪
代
五
円
」
が
、
ま
た
当
山
で
葬
式
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LIIJiirTL 
友子

５円

第２表

10～２０銭

不明

｢日立鉱山温交会共済部規定』（大１１１９年）の規定による。

を
行
う
場
合
は
、
二
円
の
花
代
を
支
給
す
る
こ

と
を
決
定
し
た
。
’
九
年
一
○
月
の
会
計
簿
で

は
、
一
六
六
円
、
一
八
件
の
香
典
支
出
が
あ

り
、
一
件
当
り
九
円
一
三
銭
で
あ
っ
た
。

そ
の
他
、
特
別
な
災
害
な
ど
に
見
舞
い
金
が

支
給
さ
れ
た
。
昭
和
五
年
二
月
二
九
日
に
熱

海
の
燧
道
工
事
の
友
子
に
、
金
額
は
不
明
だ
が

震
災
見
舞
を
送
っ
て
い
る
。
ま
た
昭
和
一
○
年

一
月
二
○
日
の
大
集
会
で
は
、
「
変
災
見
舞

ヲ
新
二
規
約
二
設
ケ
交
際
人
一
名
二
付
金
一
円

也
ヲ
見
舞
」
こ
と
を
決
定
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
主
に
鉱
山
内
の
友
子
の
共

済
活
動
を
み
て
き
た
が
、
こ
こ
で
こ
れ
ら
の
共

済
の
内
容
を
、
鉱
業
所
の
主
催
し
た
温
交
会
の

共
済
内
容
と
比
較
し
て
み
た
い
。
第
旧
表
に
示

し
た
よ
う
に
、
大
正
九
年
に
曰
立
鉱
山
の
全
従

業
員
参
加
で
組
織
さ
れ
た
温
交
会
の
共
済
規
定

は
、
明
ら
か
に
友
子
の
共
済
水
準
よ
り
か
な
り
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が
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
友
子
の
共
済
活
動
は
、
奉
願
帳
制
度
の
廃
止
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
友
子
の
共
済
制
度
の
変
質
に
加
え
、
支
給
金
額

の
面
で
も
相
当
に
そ
の
水
準
が
低
下
し
、
全
体
と
し
て
鉱
夫
の
共
済
活
動
の
中
で
そ
の
意
義
を
低
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
友
子
は

共
済
活
動
の
面
で
も
衰
退
し
て
き
て
い
る
と
指
摘
で
き
る
。
た
だ
次
に
分
析
す
る
よ
う
に
、
友
子
の
共
済
活
動
と
し
て
他
に
類
を
み
な

い
仏
参
制
度
は
、
友
子
の
共
済
活
動
と
し
て
、
友
子
の
存
在
価
値
を
維
持
す
る
う
え
で
大
き
な
意
味
を
も
っ
た
と
指
摘
し
た
い
。

仏
参
制
度
と
は
、
も
と
も
と
は
渡
り
友
子
の
慣
習
で
、
親
分
が
死
ん
だ
場
合
、
そ
の
子
分
が
、
親
分
の
墓
を
建
立
し
死
者
を
弔
う
と

い
う
制
度
で
あ
っ
た
。
渡
り
友
子
は
、
親
分
が
死
亡
す
る
と
に
一
年
以
内
に
、
墓
を
建
立
し
そ
れ
を
証
明
す
る
仏
参
証
明
を
え
な
け
れ

（
５
）
 

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
う
し
た
慣
行
は
、
自
友
子
の
中
に
も
並
曰
及
し
、
し
か
も
渡
り
友
子
と
自
友
子
が
組
織
を
合
同
し
て
運
営
す
る

よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
仏
参
制
度
は
友
子
一
般
の
制
度
に
な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

日
立
鉱
山
で
も
、
早
く
か
ら
両
友
子
が
連
合
し
て
い
た
の
で
、
こ
の
仏
参
制
度
は
、
広
く
普
及
し
た
。
仏
参
に
は
、
も
と
も
と
個
人

に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
が
、
大
正
の
末
期
か
ら
共
同
の
仏
参
の
形
式
が
加
わ
っ
た
。
日
立
鉱
山
で
は
、
大
正
一
○
年
か
ら
共
同
仏
参

高
い
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、
死
亡
に
つ
い
て
は
、
温
交
会
は
、
五
○
円
の
支
給
で
あ
る
が
、
友
子
で
は
五
円
の
香
典
に
し
か
す
ぎ

な
い
。
傷
病
に
よ
る
休
業
で
は
、
温
交
会
が
本
人
の
場
合
一
日
四
○
銭
で
あ
る
の
に
、
友
子
は
一
○
銭
か
ら
二
○
銭
で
あ
る
。
結
婚
の

祝
儀
も
、
温
交
会
は
、
五
○
円
支
給
し
て
い
る
が
、
友
子
は
不
明
で
あ
り
、
ま
た
出
産
に
、
温
交
会
が
一
○
円
で
あ
る
の
に
た
い
し
友

子
は
一
円
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
入
営
に
つ
い
て
も
一
○
円
に
た
い
し
て
一
円
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
温
交
会
の
共
済
内
容
の
ほ
う
が
水

準
が
高
い
。
例
外
は
廃
疾
不
具
化
に
た
い
す
る
支
給
額
で
、
友
子
は
最
大
一
四
○
円
で
あ
り
、
実
績
も
あ
る
。
温
交
会
は
、
上
限
が
七

五
円
と
な
っ
て
い
る
。

昭
和
四
年
八
月
一
八
日
に
、
日
立
鉱
山
の
友
子
は
、
宮
田
の
大
雄
院
に
お
い
て
役
員
一
○
名
が
参
加
し
て
共
同
墓
参
が
行
わ
れ
た
。
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昭
和
四
年
以
後
に
共
同
仏
参
は
、
昭
和
六
年
八
月
一
六
曰
、
昭
和
九
年
八
月
一
一
四
曰
、
昭
和
一
三
年
九
月
一
八
曰
、
昭
和
一
五
年
七

月
一
○
日
の
五
回
ほ
ど
行
わ
れ
て
い
た
。

た
と
え
ば
、
記
録
の
残
っ
て
い
る
昭
和
一
一
一
一
年
と
一
五
年
の
共
同
仏
参
に
つ
い
て
詳
し
く
み
る
と
、
ま
ず
前
者
は
、
’
二
名
の
故
人

を
二
一
一
一
名
の
仏
参
人
が
参
加
し
た
。
そ
し
て
友
子
役
員
の
立
会
は
、
総
見
老
母
古
田
亀
八
郎
を
先
頭
に
、
六
名
の
老
母
役
、
頭
役
豊
田

辰
次
郎
、
箱
元
、
大
当
番
四
名
、
協
議
員
三
名
、
当
番
頭
四
名
で
あ
っ
た
。
経
費
は
、
二
六
七
円
一
五
銭
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
、
友
子

（
６
）
 

組
織
か
ら
の
補
助
金
が
九
○
円
六
銭
支
給
さ
れ
た
。
仏
参
人
は
、
あ
ら
か
じ
め
数
円
の
費
用
を
積
み
立
て
て
お
く
慣
行
が
あ
っ
た
。
仏

参
人
一
人
当
り
の
費
用
は
、
七
円
五
八
銭
で
あ
っ
た
。

後
者
の
例
は
、
物
故
者
は
一
四
名
、
仏
参
人
は
一
六
名
。
経
費
は
三
七
五
円
三
九
銭
で
、
山
中
補
助
金
が
八
○
円
で
あ
っ
た
。
従
っ

て
仏
参
人
一
人
当
り
の
費
用
は
、
’
七
円
三
八
銭
で
あ
っ
た
。

る
。
こ
の
記
録
に
し

る
。
大
正
一
○
年
Ⅲ

人
」
は
古
田
亀
八
》

人
と
な
っ
て
い
る
。

参
加
者
は
、
元
老
の
古
田
亀
八
郎
の
最
高
指
導
者
の
外
、
大
当
番
四
名
、
協
議
員
三
名
、
当
番
頭
二
名
で
あ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
わ
か
る

よ
う
に
、
墓
参
会
が
友
子
組
織
全
体
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
際
に
、
役
員
は
、
石
塔
を
調
べ
、
墓
の
設
立
年
次
、
物
故
者
の
氏
名
、
建
立
者
の
氏
名
を
『
永
代
記
録
簿
』
に
列
記
し
て
い

る
。
こ
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
大
正
七
年
ま
で
に
建
立
さ
れ
た
一
五
体
の
墓
は
、
個
々
の
子
分
や
兄
弟
分
た
ち
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
て
い

る
。
大
正
一
○
年
か
ら
は
、
「
共
同
仏
参
」
が
行
わ
れ
た
。
「
大
正
十
年
十
一
月
十
五
日
建
立
共
同
仏
参
」
さ
れ
た
一
三
名
は
、
「
仏
参

人
」
は
古
田
亀
八
郎
を
は
じ
め
一
六
名
で
あ
っ
た
。
大
正
一
四
年
四
月
一
九
曰
に
は
一
○
名
が
「
共
同
仏
参
」
さ
れ
、
一
六
名
が
仏
参

こ
う
し
て
大
正
一
○
年
Ｎ

れ
た
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
。

一
○
年
以
後
、
度
々
「
共
同
仏
参
」
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
お
そ
ら
く
個
人
個
人
で
行
う
仏
参
制
度
は
廃
止
さ
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友
子
活
動
の
中
で
箱
元
交
際
と
い
う
の
は
、
友
子
の
対
外
的
な
活
動
を
示
し
、
昭
和
期
の
友
子
の
横
の
広
が
り
を
み
る
の
に
格
好
の

活
動
で
あ
る
。
し
か
し
昭
和
期
の
友
子
は
、
箱
元
交
際
を
著
し
く
後
退
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
理
由

以
上
の
よ
う
に
、
友
子
の
仏
参
制
度
は
、
友
子
の
独
自
の
慣
行
と
し
て
、
共
同
仏
参
と
や
や
伝
統
的
な
形
式
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
と

は
い
え
、
依
然
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
仏
参
制
度
は
、
死
者
を
弔
う
と
い
う
人
間
古
来
の
方
法
を
、
家
族
と

い
う
枠
を
こ
え
て
、
鉱
夫
の
職
業
集
団
と
し
て
行
っ
て
い
る
こ
と
に
そ
の
独
自
性
が
あ
る
。
こ
う
し
た
共
同
体
と
し
て
の
友
子
の
機
能

が
、
友
子
の
本
質
的
な
基
盤
が
失
わ
れ
て
も
、
な
お
人
間
と
人
間
を
結
び
つ
け
る
大
き
な
絆
と
し
て
友
子
を
残
存
さ
せ
て
い
る
一
つ
の

要
因
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注（
１
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
鉱
夫
の
自
主
的
労
災
救
済
制
度
の
一
考
察
」
、
『
経
済
志
林
」
第
五
八
巻
第
一
・
二
合
併
号
参
照
。

（
２
）
詳
し
く
は
、
前
掲
拙
稿
を
参
照
。

（
３
）
諏
訪
鉱
山
「
永
代
記
録
簿
』
、
日
立
市
郷
土
博
物
館
蔵
。
大
正
九
年
十
二
月
五
日
の
記
事
を
参
照
。
日
立
鉱
山
で
奉
願
帳
が
発
行
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
４
）
前
掲
拙
稿
参
照
。

（
５
）
拙
著
『
日
本
の
伝
統
的
労
資
関
係
」
、
’
六
七
’
九
頁
を
参
照
。

（
６
）
仏
参
費
用
の
積
み
立
て
に
つ
い
て
は
、
昭
和
一
○
年
三
月
一
六
日
の
記
事
に
仏
参
費
用
と
し
て
一
一
名
が
金
五
円
を
納
入
し
た
と
あ
る
。
そ
の

他
金
額
の
指
摘
は
な
い
が
、
仏
参
費
用
の
払
い
込
み
に
つ
い
て
は
、
昭
和
一
一
一
年
一
一
月
二
一
一
日
、
一
四
年
一
一
一
月
一
一
一
一
日
、
一
五
年
一
一
一
月
一
五

日
、
そ
の
多
数
の
記
事
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

０
箱
元
交
際
の
衰
退
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０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
 

０
９
８
７
６
５
４
３
２
１
 

１
 

大正六年＝１００

(第２，３表より作成）

大
正
六
年

昭
和

七八九１－トト十十一二三四五六七八九’一卜十}－１-十一トー
一二三四年一二三四五八十

住
昭
和
期
の
労
働
市
場
の
構
造
変
化
に
あ
る
。
友
子
の
箱
元
交

際
は
、
鉱
夫
の
激
し
い
移
動
を
前
提
に
し
て
い
た
。
鉱
夫
の
移
動

に
際
し
て
、
各
鉱
山
の
友
子
は
、
職
を
求
め
て
友
子
交
際
所
を
訪

れ
て
く
る
浪
人
鉱
夫
に
、
一
宿
一
飯
を
供
与
し
、
交
際
金
を
与

え
、
退
山
す
る
と
き
に
は
饒
別
を
支
給
し
た
。

し
か
し
大
正
九
年
の
大
恐
慌
以
後
、
鉱
夫
の
需
要
は
激
減
し
、

過
剰
と
な
っ
た
鉱
夫
が
大
量
に
解
雇
さ
れ
、
あ
る
い
は
進
ん
で
鉱

山
を
後
に
し
た
。
そ
の
後
、
鉱
夫
移
動
は
ほ
と
ん
ど
停
滞
し
、
既

存
の
鉱
夫
も
一
雇
用
機
会
を
も
と
め
て
移
動
す
る
こ
と
が
な
く
な

り
、
鉱
夫
の
同
一
鉱
山
で
の
勤
続
が
長
期
化
し
て
い
っ
た
。
第
２

図
は
、
日
立
鉱
山
の
従
業
員
数
の
減
少
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
か
つ
て
友
子
の
活
動
の
中
で
大
き
な
比
重
を
し
め

た
、
浪
人
鉱
夫
へ
の
世
話
活
動
は
、
停
滞
し
、
少
な
く
な
っ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
昭
和
期
に
入
っ
て
奉
願
帳
制
度
が
衰
退

し
て
い
っ
た
た
め
に
、
奉
願
帳
も
ち
鉱
夫
の
移
動
が
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
。

昭
和
四
年
か
ら
二
○
年
ま
で
の
日
立
鉱
山
の
友
子
資
料
は
、
浪

人
鉱
夫
に
つ
い
て
、
ま
た
奉
願
帳
鉱
夫
に
つ
い
て
全
く
言
及
し
て
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他
の
地
域
で
は
、
昭
和
期
に
入
っ
て
も
奉
願
帳
も
ち
鉱
夫
に
つ
い
て
の
記
述
を
発
見
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
奉
願
帳
制

度
は
、
そ
の
調
製
も
奉
願
帳
も
ち
鉱
夫
の
移
動
も
全
く
衰
退
し
て
い
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

箱
元
交
際
の
一
つ
で
あ
る
客
人
交
際
は
、
各
鉱
山
の
友
子
間
の
使
者
や
代
表
の
行
き
交
い
に
行
わ
れ
る
も
の
で
、
隣
山
に
友
子
組
織

が
存
在
す
る
か
ぎ
り
、
な
く
な
ら
な
い
関
係
で
あ
る
。
例
え
ば
、
昭
和
一
四
年
八
月
一
七
曰
の
集
会
で
は
、
客
人
附
合
金
を
四
○
銭
か

ら
五
○
銭
に
改
め
た
と
記
し
て
い
る
。

箱
元
交
際
の
積
極
的
な
面
で
わ
た
く
し
が
注
目
し
た
い
の
は
、
近
隣
鉱
山
間
の
友
子
の
同
盟
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
点
は
す

で
に
組
織
問
題
の
と
こ
ろ
で
論
じ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
日
立
鉱
山
の
友
子
は
、
日
立
鉱
山
の
支
山
で
も
あ
っ
た
諏
訪
鉱
山
の
友
子
と
密

接
な
関
係
を
も
っ
て
い
た
。
諏
訪
鉱
山
の
友
子
資
料
に
よ
れ
ば
、
大
正
一
○
年
三
月
に
休
山
し
た
た
め
友
子
組
織
は
閉
鎖
さ
れ
た
が
、

そ
の
後
翌
年
の
二
月
に
鉱
山
が
再
開
さ
れ
て
か
ら
、
四
月
に
日
立
鉱
山
の
友
子
と
「
山
中
交
際
同
盟
」
と
い
う
関
係
を
結
ん
だ
。
こ
の

関
係
は
、
諏
訪
鉱
山
の
友
子
が
日
立
鉱
山
の
「
第
四
区
」
と
な
り
、
支
部
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
取
立
式
は
独
自
に
行
い
、
箱

元
も
置
き
、
大
当
番
や
当
番
な
ど
独
自
に
も
っ
て
い
た
が
、
救
済
な
ど
は
共
同
で
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
昭
和
三
年
四
月
に

は
、
「
協
議
ノ
上
日
立
、
諏
訪
両
友
子
交
際
ヲ
合
併
ス
ル
事
」
に
な
り
、
全
く
支
部
と
な
っ
た
。

ま
た
注
目
す
べ
き
は
、
丹
那
ト
ン
ネ
ル
の
熱
海
の
工
事
場
に
、
十
数
名
か
ら
な
る
友
子
が
組
織
さ
れ
て
い
て
、
昭
和
四
年
か
ら
工
事

が
終
了
し
て
解
散
す
る
昭
和
九
年
二
月
一
八
日
ま
で
、
こ
の
工
事
場
友
子
は
、
日
立
鉱
山
の
友
子
と
同
盟
交
際
関
係
に
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
友
子
制
度
が
全
般
的
に
、
ま
た
箱
元
交
際
が
衰
退
し
て
い
る
な
か
で
、
な
お
友
子
組
織
の
横
の
関
係
を
維
持
し
て
い
こ

う
と
し
て
い
る
点
は
、
友
子
の
生
命
力
の
一
端
を
示
し
て
い
る
と
評
価
し
た
い
。

い
な
い
。
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大
正
九
年
二
月
に
日
立
鉱
山
の
鉱
業
所
は
、
労
働
組
合
に
対
抗
し
て
従
業
員
組
織
の
温
交
会
を
組
織
し
た
が
、
そ
の
際
に
友
子
は
そ

の
ま
ま
に
し
、
足
尾
銅
山
や
別
子
銅
山
の
よ
う
に
従
業
員
組
織
に
友
子
を
統
合
し
な
か
っ
た
。
日
立
鉱
山
の
友
子
組
織
は
、
例
え
ば
鉱

（
１
）
 

業
所
の
公
式
の
鉱
山
案
内
書
や
報
告
書
に
、
従
業
員
団
体
の
類
と
し
て
扱
わ
れ
る
｝
」
と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
限
り
で
あ
れ
ば
、
日
立
鉱

山
の
友
子
は
、
も
と
も
と
直
接
的
に
は
、
鉱
業
所
と
鉱
夫
の
一
雇
用
関
係
の
外
に
存
在
し
て
い
た
組
織
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
関
係

は
、
昭
和
期
に
人
っ
て
も
維
持
さ
れ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

従
っ
て
日
立
鉱
山
の
友
子
は
、
少
な
く
と
も
形
の
上
で
は
自
治
的
な
組
織
で
あ
り
、
自
立
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
組
織
の

運
営
は
、
伝
統
的
な
方
法
に
し
た
が
っ
て
、
一
応
形
式
的
に
は
民
主
的
、
自
治
的
に
運
営
さ
れ
て
い
た
。
取
立
式
や
共
済
活
動
は
友
子

に
よ
っ
て
自
立
的
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
足
尾
銅
山
や
別
子
銅
山
の
従
業
員
組
織
の
中
に
包
含
さ
れ
て
し
ま
っ
た

友
子
が
、
基
本
的
に
鉱
業
所
の
労
務
管
理
組
織
の
末
端
と
な
り
、
組
織
運
営
が
鉱
業
所
の
係
員
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
の
と
随
分

異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

と
は
い
え
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
曰
立
鉱
山
の
友
子
は
、
形
式
的
に
民
主
的
で
自
立
的
で
あ
っ
て
も
、
実
質
的
に
は
鉱
業
所
に

大
き
く
従
属
し
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
の
大
き
な
根
拠
は
、
友
子
の
有
力
な
指
導
者
が
、
第
一
に
鉱
業
所
の
鉱
夫
取
締
り
の
管
理
職
で
あ
り
、
第
二
に
友
子
の
有

と
で
あ
る
。

な
か
っ
た
。

日
立
鉱
山
の
友
子
の
特
徴
の
一
つ
は
、
昭
和
期
に
入
っ
て
も
な
お
形
式
的
に
は
組
織
運
営
が
自
立
的
で
あ
り
、
自
治
的
で
あ
っ
た
こ

で
あ
る
。
少
な
く
と
も
多
く
の
鉱
山
で
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
友
子
組
織
が
、
従
業
員
組
織
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
は

Ⅶ
友
子
の
自
治
・
自
立
性
の
喪
失
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以
上
の
よ
う
に
、
日
立
鉱
山
の
友
子
は
、
直
接
的
に
は
『
記
録
簿
』
は
指
摘
し
て
い
な
い
が
、
鉱
業
所
へ
従
属
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
大
正
八
年
の
争
議
に
際
し
て
示
し
た
友
子
の
労
働
組
合
へ
の
防
波
堤
と
し
て
の
役
割
、
ま
た
伝
統
的
な
職
業
集
団
の
団
結
力
、
自

治
能
力
を
企
業
の
労
務
管
理
の
た
め
に
利
用
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

な
お
形
骸
化
を
強
め
た
と
は
い
え
、
依
然
と
し
て
友
子
の
規
律
を
自
主
的
に
維
持
し
て
い
る
一
一
、
三
の
例
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

な
い
。

力
者
で
あ
っ
た
老
母
役
集
団
が
、
鉱
業
所
の
意
向
を
く
む
集
団
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

鉱
夫
を
統
括
的
に
管
理
す
る
役
職
に
「
頭
役
」
と
か
「
職
頭
」
と
か
が
あ
っ
た
。
元
来
は
飯
場
制
度
の
も
と
で
鉱
夫
を
直
接
雇
用
し

管
理
監
督
す
る
中
間
管
理
職
名
で
あ
っ
た
。
飯
場
制
度
の
廃
止
さ
れ
な
い
大
正
期
に
は
、
も
と
も
と
は
飯
場
頭
で
あ
っ
た
古
田
亀
八

郎
、
豊
田
辰
次
郎
は
、
飯
場
制
度
廃
止
後
も
頭
役
と
し
て
残
り
、
坑
夫
の
一
厘
用
、
労
務
管
理
全
般
の
支
配
を
任
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば

昭
和
六
年
四
月
五
曰
に
行
わ
れ
た
取
立
式
に
は
、
古
田
と
豊
田
は
、
「
頭
役
立
会
」
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
。
彼
ら
は
、
鉱
業
所
の

中
級
管
理
職
で
あ
り
、
鉱
夫
を
統
括
し
支
配
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

必
ず
し
も
管
理
職
で
は
な
い
老
母
集
団
が
、
友
子
組
織
の
中
で
支
配
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
主
に
役
員
選

挙
の
や
り
方
に
つ
い
て
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

こ
う
し
て
友
子
組
織
の
中
で
大
き
な
権
限
を
も
ち
、
ま
た
強
い
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
友
子
の
長
老
た
ち
が
、
鉱
業
所
と
密
接
な
関

係
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
鉱
業
所
の
友
子
へ
の
影
響
力
を
発
揮
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

例
え
ば
、
友
子
の
鉱
業
所
へ
の
従
属
を
象
徴
し
て
い
る
事
例
を
示
し
て
お
こ
う
。
昭
和
八
年
五
月
二
○
日
の
記
録
に
は
、
「
鈴
木
所

長
見
送
り
ヲ
役
附
全
部
ス
ル
事
ヲ
老
母
ヨ
リ
言
渡
サ
ル
全
員
送
ル
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
鈴
木
所
長
が
転
任
し
て
い
く
際
に
友
子
役
員

全
員
が
見
送
っ
た
の
で
あ
る
。
命
令
を
だ
し
た
老
母
が
誰
で
あ
る
か
記
し
て
い
な
い
が
、
ほ
ぼ
古
田
亀
八
郎
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
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昭
和
四
年
八
月
二
五
日
の
記
録
に
、
中
島
秀
松
（
三
一
一
一
歳
）
は
、
特
別
救
助
と
し
て
七
八
円
（
乙
三
等
）
を
給
与
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
が
、
「
身
持
不
良
ナ
ル
点
ア
リ
シ
依
り
｜
等
ヲ
減
ジ
乙
二
等
金
五
十
八
円
也
卜
救
助
ヲ
改
ム
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
友
子

が
一
定
の
規
律
を
も
と
に
特
別
救
助
を
支
払
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
昭
和
一
一
年
一
一
一
月
一
三
日
の
記
録
に
は
、
大
塚
健
治
は
、
「
親
分
ノ
妻
卜
姦
通
セ
シ
事
判
然
セ
シ
共
親
分
ノ
妻
ニ
モ
不
行
為

ノ
点
多
々
ア
ル
事
調
査
ノ
上
明
細
ナ
リ
シ
故
本
来
ナ
ラ
バ
友
子
ヲ
除
名
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
レ
共
世
話
人
一
同
ヨ
リ
ノ
嘆
願
モ
有
リ
タ
ル
ニ

依
り
其
レ
ニ
免
ジ
五
ケ
年
間
役
附
停
止
卜
決
ス
」
と
あ
る
。
こ
れ
な
ど
も
、
友
子
内
部
の
不
義
を
厳
し
く
禁
じ
た
友
子
の
内
部
規
律
が

な
お
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

昭
和
一
三
年
一
月
六
日
の
記
録
は
、
秋
田
県
阿
仁
鉱
山
か
ら
の
「
不
人
状
」
を
記
し
、
阿
仁
鉱
山
の
一
一
一
名
の
友
子
鉱
夫
が
「
交
際
金

及
不
幸
米
等
ヲ
三
年
之
不
納
」
し
た
の
で
、
「
山
中
友
子
一
同
大
集
会
」
に
て
「
落
職
処
分
」
（
除
名
）
し
た
旨
を
伝
え
て
い
る
。
こ
う

し
た
友
子
の
規
律
違
反
の
除
名
処
分
が
、
ま
だ
厳
然
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

ま
た
前
年
一
二
月
一
八
日
の
記
録
に
は
、
福
田
巳
之
松
（
昭
和
元
年
出
生
）
は
、
「
七
年
間
隠
潜
」
し
て
い
た
の
だ
が
、
「
道
分
け
金

ト
シ
テ
七
ケ
月
分
ノ
交
際
金
ヲ
納
付
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
友
子
に
復
籍
す
る
こ
と
を
役
附
会
議
で
決
定
し
た
と
あ
る
。
除
名
処
分
を

取
り
消
す
こ
と
を
「
道
明
」
と
し
た
が
、
除
名
者
の
改
心
状
況
を
み
て
時
々
処
分
解
除
が
な
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
相
変
わ
ら
ず
友
子
は
、
形
骸
化
さ
れ
た
と
は
い
え
、
一
定
の
規
律
を
も
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

注（
１
）
前
掲
『
日
立
鉱
山
史
』
な
ど
参
照
。
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共
済
関
係
で
は
、
一
番
支
出
が
大
き
い
の
は
、
香
典
で
、
一
八
件
、
一
六
六
円
、
一
件
当
り
九
円
一
三
銭
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
全

支
出
四
○
○
円
六
○
銭
（
厳
密
に
は
諏
訪
鉱
山
分
を
差
し
引
い
た
三
六
一
円
）
の
四
○
・
九
％
（
四
六
％
）
で
あ
る
。
病
気
見
舞
金

は
、
六
件
、
六
六
円
、
一
件
当
り
四
円
一
二
銭
で
あ
る
。
支
出
の
割
合
は
一
六
・
五
％
（
一
八
％
）
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
支
出
で
全
体
の
五
七
・
四
％
で
あ
る
。
そ
の
外
の
支
出
は
、
出
産
祝
金
、
五
件
、
一
件
当
り
一
円
、
入
営
祝
儀
金
、
｜

件
一
円
、
応
召
軍
人
及
び
家
族
慰
問
金
、
｜
件
三
円
で
あ
る
。

以
上
共
済
金
関
係
で
二
四
二
円
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
六
○
・
四
％
（
六
七
％
）
で
あ
る
。

そ
の
他
の
支
出
は
、
記
念
品
が
九
五
円
、
当
番
頭
一
九
人
分
、
一
人
当
り
五
円
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
役
員
手
当
の
一
種
で
あ
る
。
ま

た
書
記
の
手
当
が
二
○
円
、
交
際
所
手
当
一
一
円
は
、
こ
れ
も
役
員
の
手
当
の
一
種
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
組
織
維
持
費

が
、
全
体
で
一
一
一
六
円
で
、
全
支
出
の
三
一
・
五
％
（
’
’
’
五
％
）
で
あ
る
。

分
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
友
子
の
財
政
の
面
か
ら
友
子
の
活
動
を
み
て
お
き
た
い
。
も
っ
と
も
友
子
の
財
政
に
つ
い
て
は
、
昭
和
一
九
年
の
一
例
し
か

わ
か
っ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
で
も
昭
和
友
子
の
活
動
の
一
端
が
か
い
ま
み
ら
れ
る
。

第
ｕ
表
は
、
日
立
鉱
山
の
友
子
収
支
表
で
あ
る
が
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
会
費
は
月
四
○
銭
で
あ
り
、
九
月
の
会
費
徴
収

（
交
際
金
）
は
一
一
一
六
二
円
六
○
銭
だ
か
ら
、
友
子
会
員
数
は
九
○
七
名
で
あ
る
。
こ
れ
に
無
所
属
会
員
が
二
六
名
い
た
。

活
動
の
内
容
を
示
唆
す
る
支
出
で
は
、
取
立
式
、
特
別
救
済
金
な
ど
特
別
の
支
出
は
、
当
月
に
は
見
あ
た
ら
な
い
。
支
出
を
大
別
す

る
と
、
共
済
関
係
と
組
織
維
持
の
た
め
の
役
員
、
書
記
手
当
に
わ
か
れ
る
。
諏
訪
鉱
山
の
場
合
は
、
支
部
扱
い
で
、
支
部
へ
の
支
払
い

⑤
財
政
か
ら
み
た
友
子
の
活
動
の
変
質
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第１４表友子の財政

(昭和１９年１０月分）

注目

ロ
叩

(収入）

事務所貯金内訳高

前月貯金繰越高

９月分交際金

右ノ内貯金下戻

差引残高

現金受入高

前月箱元残金

貯金下戻

取立儀式追加祝儀金

無所属交際金（26人分十１人２５

合計

(支出）

現金支出高

病気見舞金（1人４円１２銭）

出産祝儀金（１円）

入営祝儀金

応召軍人饅別及家族慰問金

退山賤別

香典（９円２２銭）

交際所手当

書記手当

記念品代（５円）

雑費

諏訪鉱山経費

合計

差引箱元残金

銭

1,734.60 

362.80 

200.00 

1,897.40 

145.90 

200.00 

200.00 

20.40 力月分） ＊会費40銭

５６５．４０ 

合
計
一
肥
５
１
１
１
８
１
 

「
２
２
１
１

１１’ と1 
66.00 

５．００ 

１．００ 

3.00 

1.00 

166.00 

11.00 

20.60 

2.00 

39.60 

注『永代記録櫛」による。

と
を
物
語
っ
て
い
る
。

を
ひ
そ
め
し
ま
っ
た
こ

以
上
の
簡
単
な
分
析

か
ら
明
ら
か
な
こ
と

は
、
友
子
会
計
の
支
出

が
、
共
済
費
と
組
織
維

持
費
に
か
た
よ
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で

は
、
箱
元
交
際
の
費

用
、
他
山
の
立
会
い
交

際
費
と
か
、
奉
願
帳
へ

の
寄
付
、
浪
人
・
客
人

へ
の
交
際
給
付
費
、
饅

別
費
な
ど
が
計
上
さ
れ

て
い
な
い
。
そ
う
し
た

従
来
の
友
子
の
活
動
が

こ
こ
で
は
す
っ
か
り
蔭
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日
立
鉱
山
の
友
子
の
活
動
も
、
昭
和
期
に
し
て
は
、
か
な
り
活
発
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
点
で
も
、
友
子
本
来
の
活
動
で
あ
る
鉱
夫
の

技
能
養
成
の
機
能
は
大
幅
に
失
わ
れ
、
取
立
制
度
は
、
単
に
友
子
の
加
入
式
と
な
り
、
徒
弟
制
度
は
単
に
集
団
の
基
礎
を
な
す
一
対
の

親
分
子
分
の
関
係
を
つ
く
る
だ
け
の
も
の
に
風
化
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
ま
た
共
済
活
動
は
、
維
持
さ
れ
て
い
た
が
、
企
業
内
共
済
制

度
の
実
施
に
よ
っ
て
、
友
子
の
共
済
活
動
の
ウ
エ
イ
ト
は
低
下
し
て
し
ま
っ
た
。
特
に
奉
願
帳
制
度
は
、
か
っ
て
持
っ
て
い
た
全
国
的

な
性
格
は
失
わ
れ
て
、
単
な
る
企
業
内
の
特
別
な
救
済
制
度
（
労
災
制
度
）
に
変
形
し
て
し
ま
っ
た
。

特
に
日
立
鉱
山
の
友
子
制
度
は
、
昭
和
一
○
年
代
後
半
に
急
速
に
衰
退
傾
向
を
み
せ
た
と
は
い
え
、
し
か
し
な
お
戦
時
下
に
大
日
本

あ
る
。

繰
り
返
す
ま
で
も
な
く
、
日
立
鉱
山
の
友
子
は
、
昭
和
期
に
あ
っ
て
も
組
織
的
に
は
比
較
的
充
実
し
、
ま
た
活
動
の
面
で
も
か
な
り

活
発
に
活
動
し
て
い
た
。
し
か
し
注
意
深
く
検
討
し
て
み
れ
ば
、
組
織
の
面
で
は
、
会
員
数
こ
そ
大
幅
に
維
持
し
、
形
式
的
に
は
自
立

性
を
維
持
し
て
い
た
が
、
組
織
の
質
の
点
で
は
、
民
主
的
か
つ
自
主
的
な
性
格
が
う
す
れ
、
役
員
選
挙
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
老
母
集
団
を
中
心
に
し
た
長
老
支
配
が
み
ら
れ
た
。
と
く
に
長
老
集
団
の
頂
点
に
は
、
鉱
業
所
の
中
間
管
理
職
で
あ
る
頭
役
な
ど

が
位
置
し
、
友
子
組
織
の
中
で
重
要
な
役
割
を
果
し
、
友
子
を
鉱
業
所
の
事
実
上
の
労
務
管
理
の
末
端
機
関
た
ら
し
め
て
い
た
の
で

以
上
昭
和
期
に
お
け
る
日
立
鉱
山
の
友
子
の
実
態
を
み
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
前
稿
で
み
て
き
た
昭
和
期
に
お
け
る
友
子
制
度
の
一

般
的
な
実
態
に
た
い
し
て
、
本
稿
は
、
日
立
鉱
山
の
友
子
資
料
に
も
と
づ
い
て
か
な
り
詳
し
い
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
言
え

よ
う
。

お
わ
り
に
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産
業
報
国
会
に
吸
収
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
温
交
会
が
産
業
報
国
会
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
組
織
を
維
持
し
、
活
動

を
継
続
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

日
立
鉱
山
の
友
子
制
度
の
こ
う
し
た
根
強
さ
は
、
足
尾
銅
山
や
別
子
銅
山
の
場
合
と
ち
が
っ
て
、
大
正
期
の
労
働
組
合
の
攻
勢
後
に

も
従
業
員
団
体
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
一
応
独
立
し
て
友
子
本
来
の
形
を
維
持
し
て
き
た
こ
と
に
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
こ
の
点
は
、
戦
後
の
日
立
鉱
山
に
お
け
る
友
子
の
復
活
の
理
解
に
も
直
接
か
か
わ
る
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
が
、
詳
し
く
は
、

戦
後
の
友
子
制
度
の
検
討
に
際
し
て
分
析
す
る
こ
と
に
し
た
。


